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山武郡市広域行政組合（以下「組合」という。）では、平成１７年３月に総務

省から示された「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針」

を踏まえ、平成２０年度に第１次山武郡市広域行政組合集中改革プラン（推進

期間：平成２０年度～２２年度）を策定して以降、第２次山武郡市広域行政組

合集中改革プラン、第３次山武郡市広域行政組合集中改革プランを経て、令和

３年度から第４次山武郡市広域行政組合集中改革プラン（推進期間：令和３年

度～令和７年度）に取り組んでおります。  

その結果、各推進項目において概ね計画どおりの改革を推進することができ、

一定の成果を上げております。 

  

 

行政サービスに対する住民のニーズは、ますます複雑・多様化する一方で少

子高齢化の進行等により、更に厳しさを増す地方財政の状況に対応するため、

地方行政にはより効率的な運営が求められております。 

また、各施設の老朽化の進行に伴い、維持管理費の増額が見込まれることか

ら、各施設の更新整備等について、個別施設ごとの長寿命化計画との整合を図

りながら、更新時期の検討も含めて長期的な視点で適切に管理運営していく必

要があります。  

組合では、これまでも行政改革に取り組んできたところですが、このような

組合を取り巻く厳しい環境に対応しながら、引き続き広域行政のメリットを活

かした改革への取組が必要となっております。  

  

 

行政改革は、一部の所属が行うものではなく、あらゆる業務に従事する全て

の職員が、日常業務そのものや仕事の進め方の改善、円滑な組織の構築などに

ついて、常に意識をもって、堅実に取り組んでいくことが重要です。  

限られた人員や予算等の中で、計画的に施設の管理運営を行うとともに、複

雑・多様化する住民のニーズに柔軟かつ適正に対応できる行政サービスの提供

を行うため、効率的・効果的な行政運営を目指します。  

Ⅰ これまでの行政改革の取組  

Ⅱ 行政改革の必要性  

Ⅲ 基本方針  
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 １ 推進期間 

   令和８年度から令和１２年度までの５年間とします。  

 

 ２ 推進体制  

   山武郡市広域行政組合集中改革プランの総合的かつ組織的な推進を図る

ため、全庁を挙げて改革を実行していくとともに、管理者を本部長とする

「山武郡市広域行政組合行政改革推進本部」において進行管理を行います。 

 

 ３ 進捗状況の公表  

  山武郡市広域行政組合集中改革プランの進捗状況は、組合ホームページ

等を介して公表します。  

 

 

 １ 事務事業の再編及び統廃合  

   社会情勢の変化や構成市町の要望等により、事務事業の見直しを積極的

に進め、効率の良い行政サービスを提供できるよう今後の方針を検討・決

定します。  

 

 ２ 施設の設置及び管理運営の合理化  

   効率的で無駄のない施設運営に努めるとともに、長期的な視点に立って

計画的に施設の更新及び長寿命化を行うことで、構成市町に対する財政負

担の軽減及び平準化を図ります。  

 

 ３ 定員管理及び給与の適正化  

   安定した行政サービスの維持・向上に配慮しつつ、効率的な事業運営を

図るため、定年延長を考慮した定員の適正化を推進するとともに、人事院

及び千葉県人事委員会の勧告を踏まえ、人件費の適正化に努めます。  

Ⅳ 行政改革推進期間等 

Ⅴ 行政改革推進項目  
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推進項目 　事務事業の再編及び統廃合

実施項目

年
 
度
 
別
 
実
 
施
 
内
 
容

担当所属

これまでの
実　　績

　組織機構改革・事務分掌の見直し

第４次集中改革プランからの
新規・継続

継続

　地方行政の進展、住民ニーズの多様化に対応し、適切に事務処理を行う
とともに、簡素で効率的な組織機構の整備を図るため、組織機構改革及び
事務分掌を継続的に見直す。

適宜実施 　随時組織全般にわたる見直しを行う。

適宜実施 　随時組織全般にわたる見直しを行う。

適宜実施 　随時組織全般にわたる見直しを行う。

適宜実施 　随時組織全般にわたる見直しを行う。

成果目標

総務課

適宜実施 　随時組織全般にわたる見直しを行う。

実施目的

実施内容

計　　　　　画

　地方行政の進展及び状況に対応し、適切かつ効率的に事務処理を行うと
ともに、職員数の減少に対応できる簡素で効率的な組織機構の整備を図
る。

令和３年度　構成市町からの要望により、「障害者の日常生活及び社会生
　　　　　　活を総合的に支援するための法律第７７条の２に規定する基
　　　　　　幹相談支援センターの設置、管理及び運営に関すること。」
　　　　　　を規約事務として追加した。

令和７年度　事務事業の廃止を伴う条例の一部改正を行った。
　　　　　　※山武郡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成２４年
　　　　　　　条例第９号)

・効率的、効果的な組織機構の構築と事務事業の整理合理化
・意思決定の迅速化
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８
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成果目標

教育支援課

実施目的

実施内容

計　　　　　画

　視聴覚教材センターの今後の在り方について当組合内部及び構成市町と
協議する。

　視聴覚教材センターの今後の在り方について決定する。

推進項目 　事務事業の再編及び統廃合

実施項目

年
 
度
 
別
 
実
 
施
 
内
 
容

担当所属

これまでの
実　　績

　視聴覚教材センターの今後の在り方検討

第４次集中改革プランからの
新規・継続

新規

　全国視聴覚連盟及び千葉県視聴覚ライブラリー連絡協議会の解散に伴
い、視聴覚教材・機材の貸出状況を踏まえ、組織編制等について当組合内
部及び構成市町と協議を行い、視聴覚教材センターの今後の在り方につい
て決定する。
　また、協議内容により、必要に応じて所要の改正を行う。

検討・決定
　視聴覚教材・機材の貸出状況を踏まえ、組織編制等につい
て当組合内部及び構成市町と協議を行い、視聴覚教材セン
ターの今後の在り方について決定する。

実施 　協議内容により、必要に応じて所要の改正を行う。
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推進項目 　施設の設置及び管理運営の合理化

実施項目

年
 
度
 
別
 
実
 
施
 
内
 
容

担当所属

これまでの
実　　績

　山武郡市振興センターの更新

第４次集中改革プランからの
新規・継続

新規

　山武郡市振興センター（昭和４７年度建築）は耐用年数（５０年）を超
えており、令和１４年度に長寿命化計画における目標利用年限である６０
年に達するため、更新を検討する。

検討
　東金市役所本庁舎及び周辺施設整備に係る考えや方向性に
ついて情報収集を行うと共に、令和５年度に作成した建替え
についての基礎資料を基に、今後の方針について検討する。

検討
　東金市役所本庁舎及び周辺施設整備に係る考えや方向性に
ついて情報収集を行うと共に、今後の方針について検討す
る。

検討
　東金市役所本庁舎及び周辺施設整備に係る考えや方向性に
ついて情報収集を行うと共に、今後の方針について検討す
る。

成果目標

企画財政課

検討・決定
　令和１４年度の新施設完成に向けて、組合の方向性を決定
する。

実施目的

実施内容

計　　　　　画

　個別施設ごとの長寿命化計画（令和３年３月策定）に則って更新に向け
た協議を進める。

　令和１４年度の新施設完成に向けて組合としての方向性を決定する。
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環境衛生課

推進項目 　施設の設置及び管理運営の合理化

実施項目

年
 
度
 
別
 
実
 
施
 
内
 
容

担当所属

これまでの
実　　績

　し尿処理施設の今後の在り方検討

第４次集中改革プランからの
新規・継続

新規

　施設の老朽化やし尿・浄化槽汚泥の処理量の減少が見受けられる中、今
後の施設の在り方を検討することにより、管内の状況に適した施設整備を
図る。

　財政面や環境負荷を考慮した環境アクアプラントの整備方針を決定す
る。

検討 　構成市町と整備方針について協議・検討する。

検討・決定
　構成市町と整備方針について協議・検討し、方針を決定す
る。

実施目的

実施内容

計　　　　　画

　施設稼働から２７年を経過した環境アクアプラントについて、今後の整
備方針を構成市町と協議する。

　構成市町と整備方針について協議・検討する。

検討 　構成市町と整備方針について協議・検討する。

成果目標

検討
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検討
　業務の効率化が図れるように、当消防本部に即した適正な
人員配置の検討を行う。

成果目標

消防本部総務課

検討
　業務の効率化が図れるように、当消防本部に即した適正な
人員配置の検討を行う。

実施目的

実施内容

計　　　　　画

　適正な人員配置による業務効率化の検討及び消防体制の方針決定

　令和５年度に消防本部としての方針を決定したが、構成市町の厳しい財
政状況、定年延長制度の本格的な運用開始、育児休業取得者の急増等の影
響を精査し、継続して検討を行った結果、必要人員算定の根拠となる人員
係数の見直し等が必要という判断に至り、再度、人員配置計画について精
査・検討することとなった。

　地域の実情を考慮し、当消防本部に即した適正な人員配置の検討を行
い、住民の安心安全の確保を図る。

推進項目 　定員管理及び給与の適正化

実施項目

年
 
度
 
別
 
実
 
施
 
内
 
容

担当所属

これまでの
実　　績

　消防職員の適正な人員配置

第４次集中改革プランからの
新規・継続

継続

　消防の業務・責任を確実に遂行できるよう社会のニーズに対応した効率
的な消防行政を行う。

検討・決定
　業務の効率化が図れるように、当消防本部に即した適正な
人員配置の検討を行い、消防体制の方針を決定する。

検討
　業務の効率化が図れるように、当消防本部に即した適正な
人員配置の検討を行う。

検討
　業務の効率化が図れるように、当消防本部に即した適正な
人員配置の検討を行う。
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適宜実施
　人事院勧告、千葉県人事委員会勧告等に基づき給与改定を
実施する。

成果目標

総務課
消防本部総務課

適宜実施
　人事院勧告、千葉県人事委員会勧告等に基づき給与改定を
実施する。

実施目的

実施内容

計　　　　　画

　人事院勧告、千葉県人事委員会勧告等に基づき、給与の適正化（会計年
度任用職員含む）を図る。

令和３年度
　期末手当（引下げ）、特殊勤務手当　　　　　　　　　　　　△１８，３３４千円
令和４年度
　給料表（引上げ）、勤勉手当（引上げ）　　　　　　　　　　　２１，７５３千円
令和５年度
　給料表（引上げ）、勤勉手当（引上げ）　　　　　　　　　　　４３，８１８千円
令和６年度
　給料表（引上げ）、期末勤勉手当（引上げ）、特殊勤務手当　　９０，５２０千円
令和７年度
　給料表（引上げ）、期末勤勉手当（引上げ）、通勤手当　　　　８０，１５２千円

　人件費の適正化

推進項目 定員管理及び給与の適正化

実施項目

年

度

別

実

施

内

容

担当所属

これまでの
実　　績

給与の適正化

第４次集中改革プランからの
新規・継続

継続

　人事院勧告、千葉県人事委員会勧告等に準じた改正を行い、県や構成市
町との均衡を図るとともに、人件費の適正化に努める。

適宜実施
　人事院勧告、千葉県人事委員会勧告等に基づき給与改定を
実施する。

適宜実施
　人事院勧告、千葉県人事委員会勧告等に基づき給与改定を
実施する。

適宜実施
　人事院勧告、千葉県人事委員会勧告等に基づき給与改定を
実施する。
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